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墨田区条例第３８号 



   墨田区学童クラブ条例の一部を改正する条例 

墨田区学童クラブ条例（平成１１年墨田区条例第２８号）の一部を次のように改正

する。 

 付則を付則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、付則に次の

１項を加える。 

 （梅若橋コミュニティ会館学童クラブの休止） 

２ 第２条第１項の規定にかかわらず、同項の規定により別表に掲げる梅若橋コミュ

ニティ会館学童クラブは、当分の間、休止する。 

   付 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 


